
 

 

  久喜市教育委員会令和６年１０月定例会 

 

開催月日 令和６年１０月２２日（火曜日） 

開催場所 久喜市立久喜中学校 会議室 

開会時刻 午後２時５０分 

閉会時刻 午後３時０９分 

 

久喜市教育委員会令和６年１０月定例会議事日程 

第 １ 署名委員の指名 

    書記の指名 

    会議時間の決定 

第 ２ 前回会議録の承認 

第 ３ 教育長報告 

    ア 久喜市議会令和６年９月定例会議市政に対する質問（教育委員会関係）につい 

      て 

    イ 久喜市議会令和６年９月定例会議提出議案・議決結果（教育委員会関係）につ 

      いて 

    ウ 久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について 

第 ４ 議事 

    議案第５１号 久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部を改正する規則に 

           ついて 

第 ５ その他 

    次回定例会について 

配布資料 議案書、議案参考資料、教育長報告 

会議の公開・非公開 一部非公開（人事案件のため） 

  



 

 

教育委員 

出席委員 ５名 

  教育長  柿 沼 光 夫       教育長職務代理者  諸 橋 美津子 

  委 員  山 中 大 吾            委 員  小野田 真 弓 

  委 員  渋 谷 克 美 

 

欠席委員 なし 

 

事務局 

  教育部長       野 原   隆 

  教育部副部長     野 川 和 男 

  参事兼指導課長    飯 野 純 子 

  参事兼文化振興課長  齋 藤 英 行 

  教育総務課長     白 石 雄 一 

  学校施設課長     甲 田 栄 二 

  学校給食課長     小 林 喜 則 

  公民館事業推進室長  冨 澤 均 仁 

  生涯学習課主幹    田 中 正 行 

 

  教育総務課 

  係長         相 園 浩 一 

  担当主査       関 口 慎 吾 

 

傍聴者 なし 

  



 

 

               午後 ２時５０分 

    ◎開会の宣言 

○教育長（柿沼光夫） 皆さん、こんにちは。夏の暑さが長く続いておりましたけれども、

ようやく秋らしくなりました。今、市内の小・中学校では、学校課題の解決に向けた研究

発表が行われています。久喜市では、教職員の負担軽減も踏まえまして、研究発表で使用

する資料は全て電子化し、紙を使用せず実施をしております。学校ＤＸ実現に向け、様々

な分野でＩＣＴの活用を進化させていることから、今年も全国から多くの視察者に訪問

をしていただいております。今回の定例会でございますが、教育委員の皆様に教育現場を

よりご理解いただくために、久喜中学校を会場とし、また授業も参観していただきました。 

  それでは、早速ですが、始めさせていただきます。 

  ただいまの出席者は、委員４名と私を含め５名であります。地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第 14条第３項の会議開催の規定にございます教育長及び在任委員の過半

数の出席要件を満たしておりますので、これより久喜市教育委員会令和６年 10月定例会

を開会いたします。 

    ◎開議の宣告 

○教育長（柿沼光夫） これより直ちに本日の会議を開きます。 

    ◎議事日程の報告 

○教育長（柿沼光夫） 本日の議事日程につきましては、あらかじめ委員各位のお手元に配

付したとおりでございます。 

  次に、会議の公開の是非についてお諮りいたします。 

  教育長報告ウにつきましては人事案件でありますことから、会議を公開しないことと

させていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、教育長報告ウにつきましては、会議を非公開とさせていただきます。 

    ◎会議録署名委員の指名 

○教育長（柿沼光夫） 日程第１、会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、久喜市教育委員会会議規則第 22条第２項の規定により、教育長に

おいて指名をさせていただきます。 

  本日は、諸橋委員と山中委員にお願いいたします。 

    ◎会議録作成者の指名 

○教育長（柿沼光夫） 会議録作成者は、教育総務課、関口担当主査にお願いいたします。 

    ◎会議時間の決定 

○教育長（柿沼光夫） 会議時間につきましては、本日の日程が全て終了するまでといたし

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 



 

 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、本日の日程が全て終了するまでといたします。 

    ◎前回会議録の承認 

○教育長（柿沼光夫） 日程第２、前回会議録の承認を求めます。 

  令和６年９月 20 日に開催いたしました令和６年９月定例会の会議録につきましては、

あらかじめ委員各位のお手元に配付したとおりでございます。 

  お手元の会議録にご異議ございませんでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、会議録につきましてはご承認をいただきました。 

  日程第３、教育長報告でございます。 

  報告事項につきましては、お手元の日程のアからウの３件でございます。 

    ◎教育長報告 ア 

○教育長（柿沼光夫） 初めに、ア、久喜市議会令和６年９月定例会議市政に対する質問（教

育委員会関係）についての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育部長よりご説明いたします。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） それでは、教育長報告ア、久喜市議会令和６年９月定例会議市政に

対する質問（教育委員会関係）につきましてご説明申し上げます。 

  お手元の教育長報告資料の１ページから 17ページまでに、教育委員会に関する質問事

項とその要旨、質問に対する答弁をそれぞれ掲載してございます。質問者は、全体で 23

名おり、うち教育委員会に関する質問者は 11名でございました。 

  質問の概要につきましては、多い順から、学校のＩＣＴに関することが２件、ヤングケ

アラー支援の強化に関することが１件、学校給食の向上に関することが１件、通学路の安

全対策に関することが１件、教職員の働き方に関することが１件、久喜市の教育のＰＲに

関することが１件、久喜市版未来の教室に関することが１件、義務教育学校の教育方針と

今後の小・中学校の在り方に関することが１件、学校樹木の適正管理に関することが１件、

小・中学校の水泳授業に関することが１件、デジタルアーカイブの利活用推進に関するこ

とが１件、性別違和を感じている児童生徒への対応に関することが１件でございます。 

  本来であれば、一つ一つの内容と、それらに対する答弁内容につきましてご説明申し上

げるべきところではございますが、事前に資料を配付させていただいておりますこと、ま

た時間も限られておりますことから、個別の説明につきましては省略させていただきた

いと存じます。 

  説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

  渋谷委員。 



 

 

〇委員（渋谷克美） 15 ページの新井議員のデジタルアーカイブの案件について、その答

弁内容の確認をさせてください。 

  １点目は、令和４年度にアクセス数が６万 7,758件あったのが、令和５年度は３万 5,100

件と半数近く大幅に減少しております。この原因は何だったのか、調査はされたのでしょ

うか。また、それに対する改善策などは検討されたのかどうかです。 

  もう１点は、これに関連しまして、デジタルアーカイブで公開されております様々な資

料がありますが、例えば写真資料などを実際に活用しようとした場合、利用手続などはど

のようにしたらよいのかが記されていなかったかと思います。その点について確認させ

てください。 

○教育長（柿沼光夫） 文化振興課長。 

〇参事兼文化振興課長（齋藤英行） それでは、渋谷委員のご質問につきましてご答弁させ

ていただきます。 

  初めに、デジタルアーカイブのアクセス数の関係でございます。渋谷委員がおっしゃっ

たとおり、令和４年度の６万 7,000件に対して、令和５年度は３万 5,000件程度に半減し

ております。デジタルアーカイブにつきましては、令和３年３月からコンテンツとして始

まったものでございます。令和４年度と令和５年度の比較でございますが、令和４年度に

ついては中島撫山関係の資料を公開させていただいております。そのとき郷土資料館で

も中島撫山に関する当時特別展をやっていたということや、同じ年に中島撫山のマンガ

を作製し公開していたことが、大きく伸びた一つの要因ではないかと考えております。今

後、ＰＲ等も必要であると考えておりますので、改善策を検討していきたいと思います。 

  もう１点のご質問の、公開に対する手続きの関係でございます。こちらにつきましては、

例えば出版物等に掲載するとき等の関係についてのご質問かと思います。市が所有して

いるもの、例えば文化振興課が所有しているものや、公文書館が所有している資料もござ

いますが、それらにつきまして、個人的な利用については特に問題はないと思いますが、

出版物等に掲載する場合などは、やはり実際の資料と同様に、市に連絡をしていただき、

手続きをさせていただきたいと考えております。手続きについての記載はなかったと思

いますが、デジタルアーカイブは図書館の指定管理者が対応しておりますので、関係部署

と協議の上で、対応策等を考えていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○教育長（柿沼光夫） 渋谷委員。 

〇委員（渋谷克美） デジタルアーカイブの関係は、大きいくくりでは生涯学習課が所管す

る形になっていたかと思います。それぞれのコンテンツに対しての問合せ先というもの

が明記されていなかった点については、改良していただければありがたいと思います。 

  以上です。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 



 

 

○教育長（柿沼光夫） それでは、ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切りま

す。 

    ◎教育長報告 イ 

○教育長（柿沼光夫） 続きまして、イ、久喜市議会令和６年９月定例会議提出議案・議決

結果（教育委員会関係）についての報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育部長よりご説明いたします。 

  教育部長。 

〇教育部長（野原隆） それでは、教育長報告イ、久喜市議会令和６年９月定例会議提出議

案・議決結果（教育委員会関係）につきましてご説明申し上げます。 

  お手元の教育長報告資料の 18ページをお開きください。９月定例会議へ上程された議

案のうち、教育委員会に関係する議案につきましては、久喜市議会の議案番号第 15 号、

第 24号、第 40号の合計３件でございます。この議案３件につきましては、令和６年 10

月２日の議会最終日におきまして、全て原案のとおり認定及び可決をいただいたという

内容でございます。 

  以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの報告に対しまして、ご質問をお受けいたします。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

〇教育長（柿沼光夫） ご質問なしとの声がありましたので、質問を打ち切ります。 

  次の教育長報告ウにつきましては、先ほどご了解いただきましたとおり、非公開案件で

ありますことから、会議を非公開とさせていただきます。 

               〔これより非公開とする〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 ２時５９分  休  憩 

 

               午後 ２時５９分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

    ◎教育長報告 ウ 

○教育長（柿沼光夫） それでは、ウ、久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について

の報告でございます。 

  報告の内容につきましては、教育総務課長よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

〔非公開案件につき省略〕 

○教育長（柿沼光夫） これをもちまして、会議の非公開を解きます。 

               〔非公開を解く〕 

○教育長（柿沼光夫） 暫時休憩いたします。 

               午後 ３時００分  休  憩 



 

 

 

               午後 ３時００分  再  開 

○教育長（柿沼光夫） 再開いたします。 

  以上で教育長報告を終了いたします。 

  日程第４、議事に入ります。 

    ◎議案第５１号 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 51号を上程し、これを議題といたします。 

  議案書の１ページを御覧ください。議案第 51 号について提案理由の説明を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（野原隆） 議案第 51号 久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部を改

正する規則についてにつきまして、提案理由の説明をさせていただきます。 

  久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部を別紙のとおり改正することについて

議決を求めるものでございます。 

  議案の内容につきまして、教育総務課長よりご説明申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

〇教育総務課長（白石雄一） 議案第 51号 久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一

部を改正する規則についてご説明申し上げます。 

  議案書の２ページをお開きください。あわせまして、議案参考資料の１ページ目、新旧

対照表をお開きください。今回の改正につきましては、保護者の利便性の向上を図ること

などを目的としまして、所要の改正を行うものでございます。 

  それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。 

  第６条の改正でございます。本条は、手続に関する規定でございまして、申請期限につ

いて、長期預かりについては前月の 10 日を 25 日に、一時預かりについては希望する日

から希望する前日に改めるものでございます。 

  次に、様式でございます。様式第１号中、生年月日欄について、（年少児・年長児）の

記載があることから、削除するものでございます。 

  次に、附則でございます。この規則は公布の日から施行するものでございます。 

  以上が議案第 51号 久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部を改正する規則に

ついての説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） 議案第 51号について質疑をお受けいたします。 

  小野田委員。 

○委員（小野田真弓） 生年月日欄の表記についてです。３歳児は、２、３年くらい前から

受け入れていたと思います。年少児、年長児、今は年中児もいると思いますが、この表記

はそのままになっていたということで、今回それを外して生年月日だけとしていますが、

先生からすると年少、年中、年長と書いてあったほうが分かりやすいのではないかと思い

ます。これまで変えなかった理由と、今回削除した理由を教えていただきたいと思います。 



 

 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 今回の改正は、申請の受付期間を主眼に行うものでございま

す。様式中の生年月日欄の年少、年長のところについては、幼稚園側としては不要であっ

たということがありましたので、今回の申請期限の改正に合わせて修正をさせていただ

いたものでございます。そもそもなくてもよかったと考えておったものでございます。 

  以上です。 

○教育長（柿沼光夫） よろしいですか。 

○委員（小野田真弓） はい。 

○教育長（柿沼光夫） 渋谷委員。 

〇委員（渋谷克美） ２点ほどお伺いいたします。 

  まず１点目ですが、長期預かり、一時預かりの利用者はそれぞれ何人ぐらいいるのでし

ょうか。 

  ２点目は、早朝保育や延長保育といった要望は出ていないのでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 預かり保育の人数について申し上げます。延べになってしま

うのですが、令和５年度で、中央幼稚園が 1,590人、栗橋幼稚園が 498人、合計が 2,088

人となります。長期と短期については、申し訳ございませんが、具体的な数字は現在持ち

合わせていないところなのですが、ほとんどが短期で、長期の方についてはあまりいない

ということで承知しているところです。 

  ２点目の早朝と夕方の要望については、特に届いてはいないところです。幼稚園ですの

で、原則として長い場合は保育園の対象になるということもございまして、個別具体的に

細かい要望が幼稚園に届いているかどうかは分からないのですが、もっと長くといった

要望は、こちらには届いていないところでございます。 

○教育長（柿沼光夫） 渋谷委員。 

〇委員（渋谷克美） 延べ人数は分かりました。ほとんどが一時預かりだという認識でよろ

しいでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） おっしゃるとおりです。 

○教育長（柿沼光夫） 渋谷委員。 

〇委員（渋谷克美） 延長については、たしか４時までであったかと思うのですが、もっと

遅い時間までやってほしいという潜在的な要望がないかどうかは、現場にも一度確認し

ていただいて、もしそういった声があるのだとすれば、検討していく必要もあるのではな

いかと思います。これは意見です。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 意見ということですので、回答は要らないかもしれませんが、

幼稚園にいま一度確認してみます。保護者の方が幼稚園には言っていない要望などもあ



 

 

るかと思いますので、その辺も含めて聞き取りができるようにしていきたいと思います。 

〇委員（渋谷克美） よろしくお願いします。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますでしょうか。 

小野田委員。 

○委員（小野田真弓） 先ほどの預かり保育の時間なのですが、幼稚園は２時までが定時で

すね。２時から４時までで、４時半とか５時ではないということでよろしいでしょうか。 

○教育長（柿沼光夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 正確には午後４時半まででございます。それ以降は対応して

いないところです。 

○教育長（柿沼光夫） よろしいですか。 

○委員（小野田真弓） 分かりました。 

○教育長（柿沼光夫） ほかにございますでしょうか。いいですか。 

               〔「なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、特にないようですので、以上で質疑を打ち切ります。 

  各委員さんより賛否のご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第 51号 久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部を改正する規則

については全員の賛成をいただきましたので、原案どおり可決いたしました。 

  以上をもちまして、本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

    ◎その他 

○教育長（柿沼光夫） 日程第５、その他、次回の定例会についてでございます。 

  開催日の案について、事務局よりご説明いたします。 

  教育総務課長。 

○教育総務課長（白石雄一） 次回の定例会についてご提案申し上げます。 

  次回については、令和６年 11月 25日月曜日、午後１時半から、会場は鷲宮行政セン

ター３階庁議室１・２で開催することをご提案申し上げます。 

○教育長（柿沼光夫） ただいまの提案につきまして、ご都合はいかがでしょうか。 

               〔「異議なし」と言う人あり〕 

○教育長（柿沼光夫） それでは、次回の定例会は 11月 25日月曜日、時間は午後１時 30

分から、会場は鷲宮行政センター３階庁議室１・２とさせていただきます。詳細は、追

って事務局からお知らせいたします。 

               午後 ３時０９分 

    ◎閉議、閉会 

○教育長（柿沼光夫） これをもちまして久喜市教育委員会令和６年 10 月定例会を閉議、

閉会といたします。ありがとうございました。  
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